様式第5号(第7条関係)

訪問入浴サービス事業登録承認(不承認)決定通知書

第　　　　　号
　　年　　月　　日

　　　　　　　　　様

豊郷町長



　　　年　　月　　日付で申請のあった訪問入浴サービス事業登録について次のとおり決定したので通知します。

記

登録承認
1　対象者名

2　登録期間　　　　 年　　月　　日～　　年　　月　　日

3　最初の派遣月　　　　　年　　月


登録不承認
　理由　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


注意事項
(1)　入浴を伴う処置は、その家族(介護者)が責任をもって行い、入浴車従事職員は適時必要な指導および介助を行うものとします。
(2)　病気その他の事情で入浴車が利用できない場合は、派遣予定日の前日までにその旨を連絡して下さい。
(3)　入浴車の派遣は、おおむね1週間に1回とします。次回以降の派遣日については後日連絡します。
(4)　引き続き、入浴車の派遣を希望される場合は、1年毎に医師の証明書を提出してください。
[bookmark: Y6](5)　入浴に際しては、対象者の健康状態を従事職員に必ず説明してください。 
